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要　　　　　旨
本論文では、重度・重複障害の概念について整理した上で、重症心身障害児（以下、重

症児）を含めた重度・重複障害児を対象とした教育支援に関連する国内外の研究動向につ
いて概観した。国内の内容については、特に学習指導要領や通達を踏まえた医療的ケアの
問題やInformation and Communication technology（情報コミュニケーション技術：ＩＣＴ）
の活用の視点から、弁別学習としてのスイッチ活用について確認した。併せて、医療・教
育・福祉の連携の必要性から、就学前における重症児や重度・重複障害児に対する教育支
援の現状と課題の確認するため、療育を取り上げ、概念とともに主たる実践者である保育
士の活動についても言及した。その上で、重症児や重度・重複障害児に対する教育支援に
おける今後の課題について論じた。

　はじめに

近年、障害の重度・重複化が進んでいる。これは、ほとんどの特別支援学校において、
「重複学級」が設置されていることや医療的ケアを要する幼児児童生徒が特別支援学校在籍
者の約 ％を占めている結果（文部科学省， ））が示している。このことから、特別
支援教育においては、学齢期における重度・重複障害児の教育的支援の検討が必要と思わ
れる。
一方、従来からわが国では重度・重複障害児に対する支援が諸外国とは別個の類型をた

どっている。彼らは、「重症心身障害児（以下、重症児）」と定義され（ 年厚生省（現
厚生労働省）次官通達）、重度の知的障害と重度の肢体不自由の重複障害を指す言葉として
今日に至っている。
重症児に対する教育支援は、 （昭和 ）年の養護学校教育の義務制以降、密接な医

療との連携の下に実践が積み重ねられてきた（例えば、高木・岡本・森屋・阪田， ）；
柳澤ら ）；西潟， ）；秋本， ））。また、その一部は、療育活動として捉えら
れ、入所型施設における重症児に対する支援の一環として実践が積み重ねられてきた経過
がある（細渕・大江， ））。
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近年は、新生児医療や救命救急技術の進歩により、従来の医療では生命に危険が及ぶ状
況であった重症児もさまざまな医学的支援によって日常生活を送ることができるように
なってきた。これに伴い、重症児施設が対象としていた重症児の障害像にも変化が見ら
れ、従来の障害程度分類基準による対応だけでは困難な事例が増加してきた。このように
して、重症児の中でも特に恒常的に医療的ケアを必要とし、かつ今まで以上に濃厚な医療
的ケアを必要とする重症児の存在が注目されることとなった。
このような臨床像の子どもたちを、鈴木・田角・山田（ ）） ）は、超重度障害児（以
下、超重症児）と呼んだ。そして今までの重症児の障害程度分類基準とは異なった観点か
ら分類すべきと考え、超重症児を「長期に継続する濃厚な医療ケアを必要」としており、
「人工呼吸器や気管切開、吸引や酸素療法などの呼吸管理や中心静脈栄養（IVH）などを継
続して必要とし、それが常態である」者と定義した。
本稿では、今までに報告された重症児や重度・重複障害児を対象とした教育支援、療育

に関する知見について、教育・療育的視点に立って整理する。

　障害の重度・重複化と重度・重複障害の概念について

　障害の重度・重複化の現状と対応
特別支援教育における障害の重度・重複化への対応は、学習指導要領にもうたわれてい

る。
新生児医療や救命救急技術の進歩により、従来の医療では生命に危険が及ぶ状況であっ

た重症児もさまざまな医学的支援によって日常生活を送ることができるようになってき
た。三科（ ））は、 年間で ｇ以上の低出生体重児の死亡率が ．％から ．％に、

ｇ以上の低出生体重児の新生児死亡率は ．％から ．％にそれぞれ大幅に減少した
と報告している。その反面、生存児の追跡調査結果では、 歳の時点で脳性麻痺、知的障
害ともに約 ％おり、全体発症率と比較して極端に高率であるとともに障害合併頻度も高
いことも指摘している。
このように、医療の発達により救命は可能となった反面、予後の観点から見ると、リス

クを抱えている事例は多いと推測される。また、その中の一部は、出生体重にかかわらず
常に濃厚な医療ケアを要するとも推測される。この点からも、重症児や重度・重複障害児
に対する就学前からの教育支援、早期療育の必要性が伺える。
加えて、統合保育の考え方も進み、保育所（園）や幼稚園に障害児や医療的支援を要す

る子どもたちが入園することも増えてきている。全国保育士会（ ））は「保育所にお
ける障害のある子ども、医療的ケアを要する子どもへの対応事例集」を発行している。
現在、特別支援学校が担うセンター的機能の一つとして、地域の特別支援教育に対する

相談支援機能がある。これは、当該地域の保育所（園）や幼稚園、普通校に在籍する幼児
児童生徒及びその家族、指導者に対する相談支援業務である。これにより、統合保育や認
定就学児童生徒に対する教育的支援がより有機的に運用できると期待されてきた。しかし
ながら、牧野・二通・山田・本間（ ））は、その運用にあたり未だ幼児保育支援機関
からの期待に応えるには至っていないと指摘している。
菊池・木伏・濱田・北村（ ））は医療機関・重症児施設を対象として就学前の超重
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症児に対する現況調査を行っている。その中では睡眠・覚醒の区別がつかない状態かつ
ベッドからの離床困難児が多く入所している現状が明らかとなっている。また、この調査
結果には含まれていないが、新生児集中治療室（NICU）にもこのような臨床像を呈する
乳児が多数入院していることも推測できる。このことからも、重度・重複障害児に対する
支援は医療・教育・福祉等の連携のもとに検討を行うことが今後求められる。

　重度・重複障害の概念について
わが国では、 （昭和 ）年の「重度・重複障害児に対する学校教育の在り方につい

て（報告）」において、重度・重複障害児を「学校教育法施行規則第 条の に規定する障
害－盲・聾・精神薄弱・肢体不自由・病弱－を つ以上合わせ有する者。加えて、発達的
側面からみて、精神発達の遅れが著しく、ほとんど言語を持たず、自他の意思の交換及び
環境への適応が著しく困難であって、日常生活において常時介護を必要とする程度の者。
行動的側面からみて、「破壊的行動、多動傾向、異常な習慣、自傷行為、自閉性、その他の
問題行動が著しく、常時介護を必要とする程度の者」と捉えている。
このことから、国外における該当する概念を探してみると、severely handicappedや
severely and profoundly handicapped、multiply handicapped、profoundly retarded、
severely disturbedなどがある。一方、重度・重複障害という概念でみると、Jillian & 
Steven（ ））は、重度の知的障害と重度の肢体不自由の重複障害児に関する事例を取
り上げた著書の中で Profound intellectual and multiple disabilities（PIMD）を用いている。
一方、重症心身障害は、日本重症心身障害学会が「Severe motor and intellectual 
disabilities（SMID）」と標記することを確認している。曽根（ ））は海外における重症
心身障害の扱いと題して国際学会での重度・重複障害に関する研究発表を整理しながら
SMIDとPIMDの臨床像を比較している。諸外国では Profound Intellectual and Multiple 
Disabilities（PIMD）、Profound  and  Multiple  Learning  Disabilities もしくは Difficulties
（PMLD）といった表現がなされている ） ） ） ）。
ところで、PIMDの臨床像については、Tadema & Vlaskamp（ ））が 人のPIMD
児の保護者を対象にした調査を実施している。その中で、子どもが抱える課題をたずねた
ところ、食事、更衣、排泄といった日常生活動作の困難に加え、健康面の問題として、口
腔（齲歯等）やてんかん発作、消化器系・皮膚トラブル、自傷行為等の課題を挙げていた。
また、Zijlstra & Vlaskamp（ ））は、 名のPIMD児を対象に、健康状態や教育活動へ
の参加状況、欠席の場合の理由等について 年間の縦断調査を実施しているが、子どもの
臨床像や疾患として、てんかん発作や消化器系、呼吸器系疾患、視聴覚等の感覚障害があ
げられている。このことからも、PIMD児はわが国における重度・重複障害と類似し、そ
の対応にはかなりの医療的支援が必要であることが伺える。
また、PMLDの臨床像については、Gittens & Rose（ ））が 名のPMLD児を対象に
した調査について報告している。それによれば、全員が健康管理上様々なニーズ、とりわ
け嚥下障害による困難を抱えていることが報告されている。
また、PIMDあるいはPMLD児本人ではなく、支援者や家族の介護負担やストレス度に

関する調査報告もなされている（Chou YC et.al， ））。
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　重度・重複障害児に対する教育支援の現状と課題

　 重度・重複障害児に対する教育支援の現状～実践場面を通して～
重度・重複障害児に対する支援のきっかけとして「他者からの働きかけを理解する」こ

とがあげられる。指導としては、「何よりも生命を維持し健康の保持を最優先する」、「日々
の健康状態の観察による本人の体調や安全面に十分配慮された介助と指導」、「ごくわずか
な表情や仕草の変化を本人の意思表示として受け止められる力量」が求められる（姉崎，

 
））。特別支援教育では、学習指導要領において、領域・教科を合わせた指導や自立活

動を主とする内容を中心とした指導が可能であるとされている。自立活動においては、コ
ミュニケーションの指導や二項関係のような複数のものとの因果関係の理解といった内容
が中心となる。特別支援学校に在籍する重度・重複障害児を対象とした実践では、子ども
主体の場面において、子どもの意思表出を認めるかかわりとわかりやすい手続きに従った
意図ある働きかけが重要であるとする報告もある（岡田・是永，  

））。実践場面を元に
行動観察や行動分析を加味した実践研究は、学校以外の場面においても報告されている
（例えば、笹原・川住， ）；岡澤・川住， ））。これらの実践は、重度・重複障害児
の臨床像を確認し、わずかな身体の動きを意思表出として受け止めながら、かかわり手が
意味ある反応として捉え、フィードバックしている。この活動には、重度・重複障害児に
対する働きかけの反復性や継続性が必要であると同時に、指導者が臨床像を的確に捉えた
指導計画を立案し評価することが必要となる。
特別支援学校においては、個別の指導計画や個別の教育支援計画、障害児支援施設（平

成 年 月 日付児童福祉法改正による）における個別支援計画をもとにした実践が展開
されていると言える。一方で、菊池ら（ ））が指摘するように、障害の重度・重複化
が進み、睡眠と覚醒の区別がはっきりしない事例や働きかけに対する外見上の変化が確認
できない事例も増加してきている現状がある。また、障害が重篤化していることで集団活
動が難しい現状がある。この中で、前述の柳澤ら ）は医療的ケアを要する重度・重複障害
児が「他児（者）との交流が少ない」と指摘し、個々の活動とともにグループ療育活動を
設定し、実践評価を試みた。その中で「他の参加者の活動を見る」活動や「自分の活動を
他の参加者に見てもらう」活動が有効であることを指摘している。

　重度・重複障害児に対する教育支援の現状～ＡＡＣの活用を中心に～
重度・重複障害児に対する教育実践には前述の働きかけに対する応答行動の確立を目指

した教育支援と並んで、AAC（Augmentative and Alternative Communication：補助代替
コミュニケーション）を活用した相手とのコミュニケーション行動の確立も実践として取
り上げられている。特別支援学校においても文部科学省（ ））は「教育の情報化に関す
る手引き」の中で、特別な支援を必要とする児童生徒に対応した情報化と支援のあり方に
触れている。
重度・重複障害児を対象としたＡＡＣを活用した指導は、スイッチによる「Yes」「No」

の返答や活動の選択、リモコンスイッチ等に活用されていることが多い。これは、特別支
援教育における弁別学習として用いられてきた。スイッチの使用については、特別支援学
校の訪問教育担当者を対象とした調査報告（大杉， ））がある。その中には、市販品
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だけではなく訪問教育担当者等が、対象児の実態に合わせて自作（改造）したスイッチも
含まれていた。また、これらのスイッチ類は国外で製造・販売されているものも多い。こ
れは、米国の障害児教育法（The Individuals with Disabilities Education Act：IDEA）に
明記された、「障害のある児童生徒に対してアシスティブテクノロジーの活用を検討する」
を踏まえ、開発・製造・販売が進んでいると推測できる。わが国においては、担任あるい
は施設職員等の専門職（指導員やリハビリ職等）により、臨床像や発達段階を踏まえてそ
の活用が検討されていることが多い。このようにＡＡＣ機器の活用は、国内外で活用がな
されている現状がある。たとえば重度・重複障害者に対するマイクロスイッチの活用に関
する指導成果（Tam,Phillips & Mudford， ））や設定場面において複数の教師に対し
て自発的な呼びかけが発現するようになったとする報告（阿部， ））がある。これら
の研究から、指導者が重度・重複障害児の状態に応じた計画の下で教育支援に活用してい
る現状が伺える。

　重度・重複障害児に対する教育支援における課題
重度・重複障害児に対する教育支援は様々な形で実践されてきている。一方で、指導者

の技量に頼らざるを得ない側面もある。たとえば、大杉（ ））は、AACやICT
（Information and Communication technology：情報コミュニケーション技術）機器の活用
にあたっては重度・重複課程を持つ特別支援学校における普及は確認したが、その実施規
模は教員個人ベースが多く組織的な実施が課題と指摘している。つまり、担任の交代は，
今までの実践が継続されない可能性がある。大江・川住（ ））は重症児の療育活動を
担当する保育士に行った調査の中で、成果発表後に実践を中断している事例の中に対象児
側の理由ではない場合が存在していることを指摘している。教員や施設職員は配置換えが
あるため、担当が交代することはやむを得ないことではある。無論、対象児に対する引継
は行われてはいるが、細かな指導の手だてや使用教材の活用にまで細かく申し送ることが
難しい状況であると推測できる。加えて、大杉の報告（ ）， ））にあるように、教
材が自作の場合には前任者の異動に伴って教材も返還せざるを得ないことも考えられる。
指導者の資質や技術だけに頼るのではなく、組織的な教材の作成・管理が必要と考えられ
る。
また、前述の先行研究に見られる臨床像にもあるように、重度・重複障害児の多くは濃

厚な医療ケアを必要としている。このため、教育支援にあたっては、医療との連携は必須
であると同時に福祉・行政分野とも密接な連携を保ちつつ実践を重ねていく必要がある。
このことは、「児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について（平成
年 月 日付事務連絡）」において、学校が作成する「個別の指導計画」、「個別の教育支援
計画」と施設が作成する「個別支援利用計画」、「個別支援計画」とが、個人情報に留意し
つつ連携をしていくこと（が望ましい）とされていることからも指導（支援）の継続性や
一貫性に十分な配慮が必要であるといえる。
加えて、 年には、「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について（通知）

（ 文科初第 号）」により、制度上、教員が医療的ケアを実施することを可能とする旨
の通知が出された。これは、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正による、「一定の研修
を受けた介護等職員は一定の条件の下にたんの吸引等の医療的ケアができる」ことを受け
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たものである。現在は学校現場においても、医療的ケアを必要とする児童生徒の増加に伴
い、看護師の配置や教員の医療的ケア研修が行われている。
以上のことから、重度・重複障害児に対する教育支援の実践にあたっては、個々の状態

像の把握や教材の工夫に留まらず、彼らに関与する様々な人との情報共有や連携が重要と
なると言える。

　重度・重複障害児に対する教育支援～早期療育・施設での活動～

　施設内における教育支援としての療育の概念
障害児支援・医療関係者の間では「療育」という用語が広く用いられている。「療育」と

は、広辞苑では「障害のある児童のために行う医療と保育･養育」と意味づけされている。
近年では発達障害児に関連する分野で多く用いられるようになり、「療育」を冠した書籍

も多数出版されている。しかしながら、用語として「発達障害」が現行の法制度に基づい
て自閉症やアスペルガー症候群などの総称と定義付けされる前は、「発達障害」は知的障害
も含めた大きな枠組みでとらえられていた。このため、重度・重複障害児も発達障害児と
されていた経過がある。このような状況も含め、重度・重複障害児や重症児に対する支援
では「療育」という言葉が頻繁に用いられていた。
「療育」とは故高木憲次によって初めて提唱された用語である。高木は療育の基本概念を

「療育とは、現代の科学を総動員して不自由な肢体を出来るだけ克服し、それによって幸に
も恢復したら『肢体の復活能力』そのものを出来るだけ有効に活用させ、もって自活の途
の立つように育成することである」とした（田波， ））。
廿楽（ ））は療育について、前述の高木の療育の定義などを踏まえつつ、「“療育”

とは、広義には人間の有する能力を最高に引き出し、人間としての権利を与える」と述べ
ている。この考えは、知的障害児、肢体不自由児の療育が目指す到達点が異なることやそ
の中で重症児に対する概念が存在していることを根拠としている。

　療育としての保育士の活動
保育とは「子どもを保護し育てる」ことであり、厚生労働省は保育所保育指針の中で、

保育所の役割として「養護と教育を一体的に行うことを特性とし、環境を通して子どもの
保育を総合的に実施する役割を担うとともに、保護者に対する支援（入所する児童の保護
者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援）を行う」こととしている。
本来、保育士は「保育士とは（中略）専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児

童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう」（児童福祉法第十八
条の四）とされ、主に保育所（園）に配置される。
その一方で、児童福祉施設として設置されている障害児施設（現障害児支援施設）の多

くは、法律上保育士の配置が義務づけられている。また、重症児や重度・重複障害児を含
む障害児に対する療育を担当する専門職として病院に保育士を配置しているところもあ
る。特に、病児（疾患もしくは障害により入院中の児童）、入所型施設利用児に対する保育
あるいは療育活動は保育士が担う重要な役割である。
このような状況の中で、病児・障害児に対する保育を専門としている保育士は、保育と
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しての専門性に加え、疾患あるいは障害に対する知識やそれに伴う心理特性と発達の遅れ
についても専門性が求められる。この専門性は保育士養成施設では「障害児保育」として
の数単位の取得によってのみ得られる知識であり、十分とは言い難い状況にある。一部の
学生は、福祉施設実習において障害児もしくは病児が入所する施設で実習を行う場合があ
るが、それは資格取得希望者全員ではない。また、保育士資格認定試験による資格取得の
場合には、科目としては存在せず、各論の中で概略が問われているだけである。このため、
病児あるいは障害児保育を担う保育士は、勤務地が決定してから、日々の業務の中で経験
知として積み重ね、日々の実践に当たっている現状が推測される。近年、統合保育の観点
から、保育所（園）において障害児の受け入れが進むと同時に、現在では気になる子に対
する保育上の困難が問題となっている（郷間ら， ））。
一方、保育士に当たる語句としては「nurse」「child-care specialist」等が当てはまる。ま

た、保育園は「nursery school」「day-care center」等になる。実際、米国においては、グ
ループホームから学校（日本の特別支援学校に相当）へは看護師がひとり、 日担当とし
て対応している現状もあり、保育と看護・教育的支援のサポートを担っている現状もある
（有馬・岡田・木原・末光， ））。
ところで、重度・重複障害児に対する保育士の実践は、障害児施設における実践が多い

と考えられる。実践報告も障害児施設や病院勤務保育士が多い。実際に、 年から
年までの 年間の国立病院総合医学会について、「重症心身障害」分野として発表された口
頭発表及びポスター発表（以下、発表と示す）の中から、筆頭発表者が保育士等であるも
のを抽出し、重症心身障害分野に占める割合を算出したところ、 ～ ％台で推移してい
た。現在、保育士は医療保育、病棟保育等様々な名称で病院に配置されている。ＮＩＣＵ
を担当していることも多い。就学前・卒後の支援として教育支援とともに療育に関する実
践をまとめていくことも必要であると考える。

　保育士の実践
大江・川住（ ））は、国立病院機構に勤務する保育士を対象とした調査の中で、重

度・重複障害児に該当する超重度障害児（超重症児）に対する療育活動は週 回、 回
時間程度の音楽遊びや読み聞かせを中心とするものが多く、働きかけに対する反応の有無
については、「反応がない」状況でも日常生活の様子とは異なる時があると感じている可能
性がある、等の知見が得られたとしている。
また、前述の柳澤ら ）や鹿島（ ））はムーブメントや音楽療法の技法を基にした実
践を試み、報告や評価方法に関して検討している。
これらの保育士の実践は、継続性や技法の工夫とともに医療との密接な関係の中で成立

している。特に医療ケアを必要とする重度・重複障害児の場合には心拍数や酸素飽和度等
のモニタリングも行われており対応が困難である反面、数値変動が指標となり、彼らの内
面的な変化を確認する方法としても有効であると言える。今後、働きかけに対する反応の
解釈、評価の手だてとしての活用や療育実践における応用を検討していく必要があると考
えられる。
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　まとめ

本稿においては、今までに報告された重症児や重度・重複障害児を対象とした教育支援、
療育に関する知見について整理を試みた。わが国における重度・重複障害児、特に重症児
と呼ばれる子どもたちに対する支援は、医療的にも福祉的にも諸外国のそれと比較して充
実していると考えられる（有馬ら， ））。
教育支援においても充実が図られてきている現状が見えてきており、スイッチの活用や

医療的ケアに対する支援なども整備されつつある。一方で、潜在的な人材不足、ノーマラ
イゼーションの考え方による認定就学者の増加が見込まれることを考慮すると、今後さら
なる充実とニーズに応じた対応が求められる。その際には教育からだけではなく、福祉・
医療・行政を含めた総括的な支援の構築が重要である。また、教師個人の資質に頼るので
はなく、学校としての対応も必要となると考える。
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Summary

Hirokata OOE），Ryuichi KAWASUMI）:
The work trend and task about the habilitation and the educational 
support for children with severe motor and intellectual disabilities and 

children with profound intellectual and multiple disabilities 

In this study, after arranging about the concept of profound intellectual and multiple 
disabilities, it surveyed about the work trend in and outside the country relevant to the 
educational support for children with profound intellectual and multiple disabilities. 
From the question of the medical care based on the government guidelines for teaching 

or notification especially about the domestic content, or the viewpoint of practical use of 
Information and Communication technology (ICT). It checked about the switch practical 
use as discrimination learning. 
In order that it might unite and the present condition of the educational support for 
children with profound intellectual and multiple disabilities and the task in a preschool 
might check from the necessity for cooperation of medicine, an education, and a wellbeing, 
habilitation was taken up and reference was made with the concept also about the activity 
of nurse which is a main practice person
Moreover, the future task in the educational support for children with profound 
intellectual and multiple disabilities ware discussed. 
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